
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
一
号

観
光
庁
組
織
規
則

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
及
び
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
観
光
庁
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
調
整
室
並
び
に
企
画
官
、
広
報
広
聴
官
及
び
危
機
管
理
・
安
全
対
策
官
）

第
一
条
　
総
務
課
に
、
調
整
室
並
び
に
企
画
官
、
広
報
広
聴
官
及
び
危
機
管
理
・
安
全
対
策
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２
　
調
整
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
観
光
庁
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
表
彰
及
び
儀
式
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
観
光
庁
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
観
光
庁
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
観
光
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
調
整
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４
　
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
に
参
画
す
る
。

５
　
広
報
広
聴
官
は
、
命
を
受
け
て
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

６
　
危
機
管
理
・
安
全
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
観
光
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
危
機
管
理
及
び
安
全
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
観
光
経
済
調
査
室
並
び
に
国
際
観
光
振
興
政
策
企
画
官
及
び
統
計
分
析
官
）

第
二
条
　
観
光
戦
略
課
に
、
観
光
経
済
調
査
室
並
び
に
国
際
観
光
振
興
政
策
企
画
官
及
び
統
計
分
析
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２
　
観
光
経
済
調
査
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
観
光
に
関
連
す
る
経
済
事
情
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
観
光
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
（
統
計
分
析
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
観
光
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
（
統
計
分
析
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
観
光
立
国
推
進
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
観
光
の
状
況
及
び
施
策
に
関
す
る
年
次
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
観
光
経
済
調
査
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４
　
国
際
観
光
振
興
政
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
国
際
観
光
の
振
興
に
資
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
際
観
光
の
振
興
に
資
す
る
施
策
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
統
計
分
析
官
は
、
観
光
に
関
す
る
統
計
そ
の
他
の
情
報
の
総
合
的
な
分
析
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
旅
行
業
務
適
正
化
指
導
室
並
び
に
新
事
業
推
進
官
、
宿
泊
業
活
性
化
調
整
官
及
び
民
泊
業
務
適
正
化
指
導
官
）

第
三
条
　
観
光
産
業
課
に
、
旅
行
業
務
適
正
化
指
導
室
並
び
に
新
事
業
推
進
官
、
宿
泊
業
活
性
化
調
整
官
及
び
民
泊
業
務
適
正
化
指
導
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２
　
旅
行
業
務
適
正
化
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
旅
行
業
務
及
び
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
の
運
営
の
適
正
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
の
登
録
に
係
る
安
全
上
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
旅
行
業
務
適
正
化
指
導
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４
　
新
事
業
推
進
官
は
、
新
た
な
観
光
産
業
の
分
野
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

５
　
宿
泊
業
活
性
化
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
宿
泊
業
の
活
性
化
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
ホ
テ
ル
及
び
旅
館
の
登
録
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

６
　
民
泊
業
務
適
正
化
指
導
官
は
、
住
宅
宿
泊
事
業
及
び
住
宅
宿
泊
仲
介
業
の
運
営
の
適
正
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
欧
米
豪
市
場
推
進
室
並
び
に
外
客
受
入
推
進
官
、
ア
ジ
ア
市
場
推
進
官
、
外
客
誘
致
推
進
官
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
推
進
官
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
連
携
推
進
官
、
Ｉ
Ｒ
企
画
官
、
相
互
交
流
促
進
官
及
び
外
客
安
全
対
策
官
）

第
四
条
　
国
際
観
光
課
に
、
欧
米
豪
市
場
推
進
室
並
び
に
外
客
受
入
推
進
官
一
人
、
ア
ジ
ア
市
場
推
進
官
、
外
客
誘
致
推
進
官
二
人
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
推
進
官
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
連
携
推
進
官
、
Ｉ
Ｒ
企
画
官
、
相
互
交
流
促
進
官
及
び
外
客
安
全

対
策
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２
　
欧
米
豪
市
場
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
欧
州
、
北
米
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
観
光
戦
略
課
並
び
に
外
客
受
入
推
進
官
及
び
相
互
交
流
促
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。

二
　
欧
州
、
北
米
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
観
光
地
域
振
興
部
及
び
相
互
交
流
促
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

３
　
欧
米
豪
市
場
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。
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４
　
外
客
受
入
推
進
官
は
、
外
国
人
観
光
旅
客
の
受
入
環
境
の
整
備
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
（
外
客
安
全
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

５
　
ア
ジ
ア
市
場
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
ア
ジ
ア
か
ら
の
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
観
光
戦
略
課
並
び
に
外
客
受
入
推
進
官
及
び
相
互
交
流
促
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
　
ア
ジ
ア
か
ら
の
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
特
定
事
項
に
関
す
る
こ
と
（
観
光
地
域
振
興
部
及
び
相
互
交
流
促
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

６
　
外
客
誘
致
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
　
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
に
関
す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
観
光
戦
略
課
並
び
に
欧
米
豪
市
場
推
進
室
並
び
に
外
客
受
入
推
進
官
、
ア
ジ
ア
市
場
推
進
官
及
び
相
互
交
流

促
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
特
定
事
項
に
関
す
る
こ
と
（
観
光
地
域
振
興
部
並
び
に
欧
米
豪
市
場
推
進
室
並
び
に
ア
ジ
ア
市
場
推
進
官
及
び
相
互
交
流
促
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。

７
　
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
会
議
、
討
論
会
、
講
習
会
、
展
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
集
会
で
あ
っ
て
海
外
か
ら
の
相
当
数
の
外
国
人
の
参
加
が
見
込
ま
れ
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
観
光
旅
行
そ
の
他
の
外
国
人
の
た
め
の
観
光
及

び
交
流
を
目
的
と
す
る
催
し
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
」
と
い
う
。
）
の
誘
致
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
連
携
推
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
　
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
誘
致
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
連
携
推
進
官
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
に
よ
る
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
誘
致
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

９
　
Ｉ
Ｒ
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
推
進
官
及
び
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
連
携
推
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
（
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
推
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

10
　
相
互
交
流
促
進
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
海
外
旅
行
の
促
進
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
の
促
進
に
資
す
る
情
報
の
外
国
人
観
光
旅
客
に
対
す
る
提
供
に
関
す
る
こ
と
（
観
光
地
域
振
興
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

11
　
外
客
安
全
対
策
官
は
、
外
国
人
観
光
旅
客
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
観
光
地
経
営
推
進
官
、
広
域
連
携
推
進
官
、
地
域
競
争
力
強
化
推
進
官
及
び
先
進
技
術
活
用
推
進
官
）

第
五
条
　
観
光
地
域
振
興
課
に
、
観
光
地
経
営
推
進
官
、
広
域
連
携
推
進
官
、
地
域
競
争
力
強
化
推
進
官
及
び
先
進
技
術
活
用
推
進
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２
　
観
光
地
経
営
推
進
官
は
、
観
光
地
及
び
観
光
施
設
の
経
営
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
（
先
進
技
術
活
用
推
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か

さ
ど
る
。

３
　
広
域
連
携
推
進
官
は
、
地
域
間
の
広
域
的
な
連
携
に
よ
る
観
光
地
及
び
観
光
施
設
の
改
善
並
び
に
地
域
の
振
興
に
資
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
（
観
光
地
経
営
推
進
官
、
地
域
競
争

力
強
化
推
進
官
及
び
先
進
技
術
活
用
推
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

４
　
地
域
競
争
力
強
化
推
進
官
は
、
観
光
地
及
び
観
光
施
設
の
改
善
並
び
に
地
域
の
振
興
に
資
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
の
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
の
国
際
競
争
力
の
高
い
魅
力
あ
る
観
光
地
の
形
成
に
関
す

る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
（
観
光
地
経
営
推
進
官
及
び
先
進
技
術
活
用
推
進
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

５
　
先
進
技
術
活
用
推
進
官
は
、
観
光
地
及
び
観
光
施
設
の
改
善
並
び
に
地
域
の
振
興
に
資
す
る
観
光
の
振
興
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
先
進
技
術
の
活
用
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
地
域
資
源
活
用
推
進
室
及
び
新
コ
ン
テ
ン
ツ
開
発
企
画
官
）

第
六
条
　
観
光
資
源
課
に
、
地
域
資
源
活
用
推
進
室
及
び
新
コ
ン
テ
ン
ツ
開
発
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２
　
地
域
資
源
活
用
推
進
室
は
、
地
域
の
観
光
資
源
の
活
用
の
推
進
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
地
域
資
源
活
用
推
進
室
に
室
長
を
置
く
。

４
　
新
コ
ン
テ
ン
ツ
開
発
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
新
た
な
観
光
資
源
の
開
発
及
び
活
用
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
観
光
政
策
特
別
研
究
交
渉
官
）

第
七
条
　
観
光
庁
に
、
観
光
政
策
特
別
研
究
交
渉
官
一
人
を
置
く
。

２
　
観
光
政
策
特
別
研
究
交
渉
官
は
、
命
を
受
け
て
、
観
光
政
策
に
つ
い
て
、
極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
き
、
経
済
分
析
に
関
す
る
研
究
並
び
に
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
国
際
機

関
等
と
の
連
絡
及
び
協
議
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
観
光
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
の
支
援
を
行
う
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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